
日　時　：　令和７年６月８日（日）10：00～ 11：05

会　場　：　とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 多目的室

１　開　会

２ 会　長　挨　拶

３　議 長 並 び に 書 記 選 出
 

４ 議　事

（１） 報告事項

① 報告1号　役員変更  (P2名簿)

② 報告2号　令和６年度 事業報告  (P3.P4.P5)

③ 報告3号　令和６年度 決算報告  (P6)

(２）審議事項

①  議案1号　令和７年度 事業計画 （案）　（P7.P8.P9）

②  議案2号　令和７年度 収支予算 (案)     (P10)

③  議案3号　会則改正 (案)     (P19.P20)

第19条2項（2）及び第20条2項（2）

(３）その他

５　議　長　解　任

６　連　絡　事　項

７　閉　会

◆ その他

・　総会終了後（11：10～12：00）
　　ブロック別指導員顔合わせ会（活動報告・計画及び会計報告）  (P11～P17)

栃木県パラスポーツ指導者協議会（TPSLC)

令和７年度 定期総会  



（令和７年度）（２０２５）

役員

1

2

3

6

4

5

6

7

8

9
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13

14

15

16

17

18

ブロック組織（R6年12月31日現在） （初級379名､中級152名､上級13名､トレーナ2名）

競技別部会（15部会）

フライングディスク 櫻井　康生 バスケットボール 渡瀬　由葉 卓球バレー 木下　卓己
アーチェリー 田名網　崇 車いすﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 阿久津　瑞季 ﾌｯﾄｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 石川　敦啓

水泳 澁谷　貢一 バレーボール 大木　一弘 サッカー 須藤　智宏
卓球 池田　光浩 ボウリング 狭間　芳美 ソフトボール 影山　昌一
陸上 服部　隆志 ボッチャ 川村　博行 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 俵谷　光俊

部会名 部会長 部会名 部会長 部会名 部会長

県外 51 住所は県外だが活動地登録が栃木県の方

7ﾌﾞﾛｯｸ 25市町 合計 546 14市11町

安足 柿沼　勝弘 新村　一男 48 足利市、佐野市
那須 君島　紀子 岩畑　謙一 105 大田原市､那須塩原市､那須町

塩谷
山本　智代

大金　雪子
47

矢板市、さくら市、那須烏山市
南那須 千葉　茂 塩谷町、那珂川町、高根沢町

下都賀 黒川　恵里 佐藤　博美 98 栃木市､小山市､下野市､壬生町､野木町

芳賀 大木　一弘 水沼　桂子 21 真岡市､市貝町､芳賀町､益子町､茂木町

入舩　尚己

上都賀 荒川　榮子
宮脇　強志

43 日光市、鹿沼市
二十二　洋子

ﾌﾞﾛｯｸ名 ブロック長 副ブロック長 会員数 当該市町

宇河 永嶋　梢子
森川　澄子

133 宇都宮市、上三川町永島　一顕

顧
問

大橋　俊子 下都賀
櫻井　康生 芳賀

監
事

森川　澄子 宇河 会計監査
佐藤　博美 下都賀 会計監査

大木　一弘 芳賀
事務局

芳賀ブロック長
新村　一男 安足

君島　紀子 那須
会計

那須ブロック長
黒川　恵里 下都賀 下都賀ブロック長

阿久津　瑞季 下都賀
情報部

情報部長
阿久津　誠 那須 関東ブロック情報部員

山本　智代 塩谷南那須 塩谷南那須ブロック長
後藤　文栄 那須 関東ブロック研修部員

二十二　洋子 上都賀

研修部

研修部長
大金　雪子 塩谷南那須
柿沼　勝弘 安足 安足ブロック長

下都賀

事業部

事業部長
荒川　榮子 上都賀 上都賀ブロック長
永嶋　梢子 宇河 宇河ブロック長

小金沢　茂 那須
副会長

関東ﾌﾞﾛｯｸ幹事(副会長)
服部　隆志 芳賀 関東ﾌﾞﾛｯｸ幹事(副会長)

栃木県パラスポーツ指導者協議会(TPSLC)役員名簿

氏　名 所属ﾌﾞﾛｯｸ 役職･組織 　　備　考

理
事

郡司　原之 那須 会長
関東ﾌﾞﾛｯｸ幹事(会長)､とちぎｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾀ
実行委員､事務局長兼任

小川　澄恵 宇河
加藤　俊明 塩谷南那須

川村　博行



　【 事 務 局 】
１ 会議の開催

（１)  理事会の開催
① 第１回 理事会

〔日時〕　令和6年4月13日（土） 10：00 ～ 12：00　　
〔場所〕　とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター

② 第2回 理事会
〔日時〕　令和6年7月27日（土） 10：00 ～ 12：00　　
〔場所〕　とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

③ 第3回 理事会
〔日時〕　令和6年11月17日（日） 9：30 ～ 12：00　　
〔場所〕　とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

④ 第4回 理事会
〔日時〕　令和7年3月9日（日）9：30 ～ 11：15　
〔場所〕　とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

（２)  定期総会の開催(39名出席）
〔日時〕　令和6年5月11日（土） 10：00 ～ 11：30　　
〔場所〕　とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

２ 会議等への参加
（１） 関東ブロックパラスポーツ指導者協議会幹事会

①第1回　令和6年6月16日（日）　 東京都障害者総合スポーツセンター（北区十条）
②第2回　令和6年11月4日（月） 東京都障害者総合スポーツセンター（北区十条）
③第3回　令和7年2月24日（月） 東京都障害者総合スポーツセンター（北区十条）

（２） 関東ブロック4団体（行政・スポ協・指導協・スポーツセンター）連絡協議会
　　令和6年11月14日（木）群馬県前橋市　県庁

（３） 全国4団体会議
令和7年3月7日（金）　東京都　ロイヤルパークホテル水天宮 　　　

（４） 栃木県関係
①とちぎスポーツフェスタ実行委員会
　　令和6年5月13日（月）　栃木県庁
②栃木県障害者スポーツ地域連絡協議会
　　令和7年3月16日（日）　とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

３ 会員名簿の管理
令和6年度 栃木県パラスポーツ指導者協議会の登録名簿を作成し、保管管理。

　ブロック別名簿を作成し各ブロック長に連絡、地元活動の参加促進を図る。
（1）( 公財) 日本パラスポーツ協会公認 パラスポーツ指導員/トレーナー…「542名 」（R6年12/31現在）

初級375名、中級152名、上級13名、トレーナー2名  （内1名パラスポーツ医）
（2）( 特非) 栃木県障害者スポーツ協会認定 パラスポーツ初級指導員…「4名」

４ 機関紙の発行
（1） 機関紙「アシスト19号」を作成、会員並びに関係機関に配布。

〔期　日〕　令和7年3月9日

〔規格等〕　Ａ４・8頁　750 部

５ その他
(１) 令和6年3月8日、大橋俊子会員（下都賀ブロック、当協議会顧問）が日本パラスポーツ協会より
　　「功労章」を授与される。
(２) 令和6年3月24日、澁谷貢一会員（宇河ブロック）が栃木県障害者ポーツ協会より
　　「功労賞」を授与される。

令和６年度 　事 業 報 告



【 事 業 部 】

大会、教室等への協力
１， 第42回 栃木県障害者卓球選手権大会 (STT含)開催事業

〔主催〕　栃木県障害者卓球連盟　
〔期日〕　令和6年6月9日（日）　
〔場所〕　とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター

２， 特別支援学校等スポーツ活動支援事業(スポーツ・レクリエーション体験会)
〔主催〕　栃木県、（特非）栃木県障害者スポーツ協会

　〔期日〕　令和6年7月28日（日）、8月4日（日）
　〔場所〕　県立県北体育館、王冠ボウル
　〔期日〕 令和6年8月11日（日）・17日（土）
　〔場所〕　とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター、宇都宮第二トーヨーボウル
　〔期日〕 令和7年1月25日（土）・2月8日（土）
　〔場所〕 マルワ・アリーナとちぎ（栃木市総合体育館）、足利スターレーン

３， 第20回 栃木県障害者スポーツ大会開催事業
〔主催〕　栃木県、栃木県教育委員会ほか　
〔期日〕　令和6年5月26日(日)、9月28日（土）・29日（日）
〔場所〕　栃木県総合運動公園（宇都宮市西川田） ほか

４， 第23回全国障害者スポーツ大会 「SAGA2024」栃木県選手団派遣事業　
〔主催〕　栃木県、（特非）栃木県障害者スポーツ協会　
〔期日〕　令和6年10月26日(土）～10月28日（月）＜派遣期間は10月24日(木)～10月29日(火)＞
〔場所〕　佐賀県内

５， 栃木県障害者文化祭 (カルフルとちぎ2024)　開催事業
〔主催〕　栃木県障害者文化祭実行委員会
〔期日〕　令和6年11月2日（土）　
〔場所〕　とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター
〔協力者数〕　2名

６， パラスポーツスクール開催事業
〔主催〕　栃木県、（特非）栃木県障害者スポーツ協会
〔期日〕　令和6年11月23日（土）・24日（日）
〔場所〕　とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター
〔協力者数〕　6名

７， 栃木県パラスポーツ指導員（初級）養成事業
〔主催〕　栃木県、（特非）栃木県障害者スポーツ協会
〔期日〕　令和6年11月16日（土）・30日（土）、12月7日（土）・21日（土）
〔場所〕　とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター
〔協力者数〕　2名

８， コントロール・アタック教室開催事業
〔主催〕　（特非）栃木県障害者スポーツ協会　
〔期日〕　令和7年2月2日（土）　※欠席者多数のため中止
〔場所〕　とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター

９， 第16回栃木県障害者コントロール・アタック大会開催事業
〔主催〕　（特非）栃木県障害者スポーツ協会　
〔期日〕　令和7年3月9日（日）　
〔場所〕　とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター
〔協力者数〕　30名

10， 障害者スポーツ教室（市町出前講座）開催事業
〔主催〕　　　（特非）栃木県障害者スポーツ協会　
〔開催市町〕　那須町、栃木市（都賀）、益子町、矢板市、市貝町、芳賀町、真岡市、

　栃木市（栃木）、さくら市【県内8市町9教室】
〔協力者数〕　延べ24名

①

②

③



【 研 修 部 】
１ 県内研修会

 〔日時〕　令和6年5月11日（土）　13：30～15：30　　参加者39名
 〔場所〕　とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター　
 〔内容〕　「パラスポーツに必要な介助方法（講義＆実技）」
 〔講師〕　入江　容氏、阿久津　瑞季氏（栃木県理学療法士会）

２  県外研修会等
（1） 第19回パラスポーツ指導者全国研修会（栃木県より8名参加）

〔期日〕　令和6年12月14日（土）15日（日）
〔場所〕　東京都障害者総合スポーツセンター
〔内容〕　詳細は「ノーリミット101号」および「アシスト19号」に掲載済み。

（2） 関東ブロックパラスポーツ指導者協議会・地域特別研修会（栃木県より1名参加）
 〔期日〕　令和6年11月2日（土）
 〔場所〕　山梨県甲府市　山梨県福祉プラザ　
 〔内容〕　講義「スポーツ外傷・障害の基礎知識」

鳥居昭久氏
　東京保健医療専門職大学リハビリテーション学部教授
　日本パラスポーツ協会トレーナー部会長

【 情 報 部 】
１ フェイスブックでの情報発信（随時）：設立後33回の情報発信
２ 日本パラスポーツ協会機関紙「No　Limit」100号原稿作成
３ 会報アシスト19号の編集協力

【 各ブロックの活動 】
地域のパラスポーツの振興の為の事業を各ブロック毎に実施。　詳細は別添資料による。

　　　〔報告者〕
・ 宇河ブロック （宇都宮市・上三川町） … 森川副ブロック長
・ 上都賀ブロック（日光市・鹿沼市） … 荒川ブロック長
・ 下都賀ブロック（栃木市・小山市・下野市・野木町・壬生町） … 佐藤副ブロック長
・ 芳賀ブロック（真岡市・市貝町・芳賀町・益子町・茂木町） … 大木ブロック長
・ 塩谷・南那須ブロック … 大金副ブロック長
　　　  （矢板市・さくら市・塩谷町・高根沢町・那須烏山市・那珂川町）
・ 那須ブロック（大田原市・那須塩原市・那須町） … 君島ブロック長
・ 安足ブロック（足利市・佐野市） … 柿沼ブロック長



収入の部 （単位　　円）

項 目 本年度予算額(A) 決算額(B) 増減額(A)-(B) 備　　考

3,000 4,000 △ 1,000 栃木県障害者スポーツ協会認定指導員会費
4名×1,000円

80,000 80,000 0 栃木県障害者スポーツ協会助成金

10 124 △ 114 利子

689,646 689,646 0

1,360,556 1,369,970 △ 9,414

支出の部 （単位　　円）

項 目 本年度予算額(A) 決算額(B) 増減額(A)-(B) 備　　考

490,000 411,051 78,949

会報発行費 150,000 134,475 15,525 アシスト発行代

会議費 10,000 7,175 2,825 理事会経費

旅費 180,000 154,540 25,460 交通費（県外会議含む）

印刷費 50,000 25,198 24,802 協議会名封筒印刷等

通信費 80,000 68,620 11,380 資料送付代等

消耗品費 20,000 21,043 △ 1,043 封筒代、コピー用紙代等

250,000 30,000 220,000 コントロールアタック大会謝金（30名）

70,000 27,000 43,000

講師謝金 50,000 27,000 23,000 5/11研修会

教材費 10,000 0 10,000
会場使用費 10,000 0 10,000

50,000 20,000 30,000 アシストの取材費、通信費

140,000 140,000 0
7ブロック活動費
20,000円×7

150,000 0 150,000 15部会×10,000円

100,000 100,000 0 事業積立金（累計500,000円）

110,556 0 110,556

1,360,556 728,051 632,505

収入の部  合計 1,369,970 円

支出の部　合計 728,051 円

翌年度繰越額 641,919 円    （1,369,970円-728,051円） =641,919 円

上記の通り、報告致します。

令和7年　4月　5日 会計 君島　紀子 印

会計 黒川　恵里 印

令和6年度の会計について、帳簿伝票等を監査した結果、誤りなく会計処理されていることを認めます。

令和7年　4月　6日

会計監査 佐藤　博美 印

会計監査 森川　澄子 印

　競技別部会活動費

　30周年事業準備金

　予備費

合　計

　事業部費

　研修部費

  情報部費

事務局費

　ブロック活動費

令和6年度　栃木県パラスポーツ指導者協議会　決算書

会費① 587,900 596,200 △ 8,300
日本パラスポーツ協会指導員

542名×1,100円
関東ブロック協議会補助

会費②

助成金

合　計

雑収入

繰越金



　【 事 務 局 】
１ 会議の開催

（１)  理事会の開催
① 第１回 理事会

〔日時〕　令和7年4月12日（土） 9：30 ～ 12：00　　
〔場所〕　とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター

② 第2回 理事会
〔日時〕　令和7年7月27日（日） 9：30 ～ 12：00　　
〔場所〕　とちぎ福祉プラザ401会議室 

③ 第3回 理事会
〔日時〕　令和7年11月予定　　
〔場所〕　とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

④ 第4回 理事会
〔日時〕　令和8年3月予定　
〔場所〕　とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

（２)  定期総会の開催
〔日時〕　令和7年6月8日（日） 10：00 ～ 11：30　　
〔場所〕　とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

２ 会議等への参加
（１） 関東ブロックパラスポーツ指導者協議会幹事会

①第1回　令和7年6月予定　　
②第2回　令和7年11月予定
③第3回　令和8年3月予定

（２） 関東ブロック4団体（行政・スポ協・指導協・スポーツセンター）連絡協議会
　　令和7年11月10日（月）神奈川県横浜市

（３） 全国4団体会議
令和8年3月予定　ベルサール東京日本橋 　　　

（４） 栃木県関係
①とちぎスポーツフェスタ実行委員会
　　令和7年4月25日（金）　栃木県庁
②第3回栃木県障害者スポーツ地域連絡協議会
　　令和8年3月予定　 とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

３ 会員名簿の管理
令和7年度 栃木県パラスポーツ指導者協議会の登録名簿を作成し、保管管理。

　ブロック別名簿を作成し各ブロック長に連絡、地元活動の参加促進を図る。
（1）( 公財) 日本パラスポーツ協会公認 パラスポーツ指導員/トレーナー…「542名 」

　（R6年12/31現在）
初級375名、中級152名、上級13名、トレーナー2名  （内1名パラスポーツ医）

（2）( 特非) 栃木県障害者スポーツ協会認定 パラスポーツ初級指導員…「3名」

４ 機関紙の発行
（1） 機関紙「アシスト20号」を作成・配布予定

〔期日〕　令和8年3月に 発行予定
〔規格等〕　Ａ４・8頁　750 部

令和７年度 　事 業 計 画 



【 事 業 部 】

大会、教室等への協力
１， 第44回 栃木県障害者卓球選手権大会 (STT含)　開催事業

〔主催〕　栃木県障害者卓球連盟　
〔期日〕　令和7年6月15日（日）　
〔場所〕　とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター

２， 第21回 栃木県障害者スポーツ大会 開催事業　
〔主催〕　栃木県、（特非）栃木県障害者スポーツ協会　
〔期日〕　令和7年5月25日(日)、9月27日（土）・28日（日）　
〔場所〕　栃木県総合運動公園（宇都宮市西川田） ほか

３， 第24回全国障害者スポーツ大会 「わたSHIGA輝く障スポ」栃木県選手団派遣事業
〔主催〕　栃木県、（特非）栃木県障害者スポーツ協会　
〔期日〕　令和7年10月25日(土）～10月27日（月）＜派遣期間は10月23日(木)～10月28日(火)＞
〔場所〕　滋賀県内

４， 栃木県障害者文化祭 (カルフルとちぎ2025)開催事業
〔主催〕　栃木県障害者文化祭実行委員会
〔期日〕　未定　
〔場所〕　とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター

５， コントロール・アタック教室開催事業
〔主催〕　（特非）栃木県障害者スポーツ協会　
〔期日〕　未定
〔場所〕　とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター

６， 第17回栃木県障害者コントロール・アタック大会開催事業
〔主催〕　（特非）栃木県障害者スポーツ協会　
〔期日〕　令和8年3月8日（日）　※予定
〔場所〕　とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター

７， 障害者スポーツ教室（市町出前講座）開催事業
〔主催〕　（特非）栃木県障害者スポーツ協会　
〔開催市町〕・・・那須町、栃木市（都賀）、益子町、矢板市、市貝町、芳賀町、真岡市、栃木市（栃木）
〔開催時期〕・・・令和7年10月～12月

８， 栃木県（初級）パラスポーツ指導員養成事業
〔主催〕　栃木県、（特非）栃木県障害者スポーツ協会　
〔期日〕　令和7年11月15日（土）・22日（土）、11月29日（土）、12月6日（土）　※予定
〔場所〕　とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター

９，パラスポーツスクール開催事業
〔主催〕　栃木県、（特非）栃木県障害者スポーツ協会　
〔期日〕・・・令和7年8月23日（土）、11月16日（日）　※予定
〔場所〕・・・とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター、国際医療福祉大学　※予定

10， 特別支援学校等スポーツ活動支援事業(スポーツ・レクリエーション体験会)
〔主催〕　栃木県、（特非）栃木県障害者スポーツ協会

　〔期日〕　令和7年7月5日（日）、7月26日（日）　※予定
　〔場所〕　矢板市文化スポーツ複合施設、王冠ボウル　※予定
　〔期日〕 令和7年9月21日（日）・2月7日（土）　※予定
　〔場所〕　とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター、宇都宮第二トーヨーボウル　※予定
　〔期日〕 令和8年1月24日（土）　※予定
　〔場所〕 足利スターレーン　※予定

①

②

③



【 研 修 部 】
１ 県内研修会

 〔日時〕　令和7年6月8日（日）　13：30～16：30
 〔場所〕 　とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター　
 〔内容〕　「スポーツ外傷・障害の基礎知識」
 〔講師〕　鳥居昭久氏（東京保健医療専門職大学リハビリテーション学部教授）

　　　　　　　　　　　　（日本パラスポーツ協会トレーナー部会部会長）

２  県外研修会等
（1） 第20回パラスポーツ指導者全国研修会（全国規模での開催は最後、来年からブロック単位）

〔期日〕　令和7年12月13日（土）14日（日）
〔場所〕　三重県津市アスト津
〔内容〕　詳細決定次第「ノーリミット」で連絡

（2） 関東ブロックパラスポーツ指導者協議会・研修会
 〔期日〕　令和8年2月14日（土）
 〔場所〕　神奈川県藤沢市
 〔内容〕　内容等は詳細決まり次第ホームページ等で連絡

（3）関東ブロックパラスポーツ指導者協議会・地域特別研修会 →本年度開催希望都県市協議会なし
 〔期日〕　未定
 〔場所〕　未定・・・6月関東幹事会にて開催可否含め決定予定
 〔内容〕　内容・時間等、詳細決まり次第ホームページ等で連絡

【 情 報 部 】
１ フェイスブックでの情報発信：地域での活動の情報の収集を行う。
２ ホームページ更新の協力
３ 会報アシストの企画編集に携わる

【 各ブロックの活動 】
地域のパラスポーツの振興の為の事業を各ブロック毎に実施。　詳細は別添資料による。

　　　〔報告者〕
・ 宇河ブロック （宇都宮市・上三川町） … 永嶋ブロック長
・ 上都賀ブロック（日光市・鹿沼市） … 荒川ブロック長
・ 下都賀ブロック（栃木市・小山市・下野市・野木町・壬生町） … 佐藤副ブロック長
・ 芳賀ブロック（真岡市・市貝町・芳賀町・益子町・茂木町） … 大木ブロック長
・ 塩谷・南那須ブロック … 山本ブロック長
　　　  （矢板市・さくら市・塩谷町・高根沢町・那須烏山市・那珂川町）
・ 那須ブロック（大田原市・那須塩原市・那須町） … 君島ブロック長
・ 安足ブロック（足利市・佐野市） … 柿沼ブロック長



収入の部 （単位　　円）

項 目 本年度予算額(A) 前年度予算額(B) 増減額(A)-(B) 備　　考

596,200 587,900 8,300
日本パラスポーツ協会指導員

542名×1,100円 、事務費
関東ブロック協議会補助

3,000 3,000 0 栃木県障害者スポーツ協会
認定指導員会費3名×1,000円

80,000 80,000 0 栃木県障害者スポーツ協会助成金

124 10 114 利子

641,919 689,646 △ 47,727

1,321,243 1,360,556 △ 39,313

支出の部 （単位　　円）

項 目 本年度予算額(A) 前年度予算額(B) 増減額(A)-(B) 備　　考

500,000 490,000 10,000

機関紙発行費 150,000 150,000 0 アシスト発行代

会議費 10,000 10,000 0 福祉プラザ会議室使用料等

旅費 180,000 180,000 0 交通費等

印刷費 50,000 50,000 0 総会資料、封筒印刷

通信費 80,000 80,000 0 資料送付代等

消耗品費 30,000 20,000 10,000 封筒代、コピー用紙代等

200,000 250,000 △ 50,000

70,000 70,000 0

講師謝金 50,000 50,000 0 旅費込み

教材費 10,000 10,000 0
会場使用費 10,000 10,000 0

50,000 50,000 0 アシストの取材費、通信費

140,000 140,000 0
7ブロック活動費
7ブロック×20,000円

150,000 150,000 0 15団体×10,000円

100,000 100,000 0
事業積立金
（目標額60万円）

111,243 110,556 687

1,321,243 1,360,556 △ 39,313

　ブロック活動費

　競技別部会活動費

　30周年事業準備金

合　計

　予備費

令和７年度　栃木県パラスポーツ指導者協議会　収支予算書

会費①

会費②

助成金

雑収入

　事業部費

　研修部費

　情報部費

繰越金

合　計

事務局費



　
1 自主事業 報告者：宇河副ブロック長　森川澄子

No

1
2

2 依頼事業

No

1

2

3

4

5

1 自主事業 報告者：宇河ブロック長　永嶋梢子 

No

1

2 依頼事業

No

1

2

3

4
5  

 

 

未　　定  サン・アビリティーズ　パラスポーツ体験 サン・アビリティーズ

　  

未　定  宇河ブロック交流会 未　定 ー

実施日 事　　業　　名 会　場
イベント
参加数

指導員
参加数

令和7年度 「宇河ブロック」 活 動 計 画

実施日 事　　業　　名 会　場
イベント
参加数

指導員
参加数

サンアビリティーズ 36 10　Ｒ7　１月２６日（日） サン・アビリティーズ　ボッチャ教室&ボッチャ大会

実施日 事　　業　　名 会　場
イベント
参加数

指導員
参加数

Ｒ６　８月２5日(日) サン・アビリティーズ　パラスポーツ体験 サン・アビリティーズ 35 7

令和６年度「宇河ブロック」活動報告

実施日 事　　業　　名 会　場
イベント
参加数

指導員
参加数



１、自主事業 報告者：芳賀ブロック長　　　大木　一弘 

No

1

２、依頼事業

NO

1
2
3

4 県障害者スポーツ協会スポーツ教室（市貝町）

5 　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　（真岡市）

6 　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　（芳賀町）

7 　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　（益子町）

8

9

10

1 自主事業 報告者　芳賀ブロック長　大木一弘

No

1

2 依頼事業

No

1 旧山本小体育館

2

3 県障害者スポーツ協会スポーツ教室（真岡市）

4 　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　（芳賀町） 芳賀町農業者トレーニングセンター

5 　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　（益子町）

6 　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　（市貝町）

7

8

9

未定 益子、茂木、市貝３町合同スポーツ大会 益子町北体育館

12月10日（水） 益子町総合体育館

11月30日（日） 市貝町町民ホール

11月5日（水） 真岡市総合体育館

11月18日（火）

毎月第2月曜×12 益子町作業所マインドスポーツ教室

毎月第3日曜×12 市貝町スポーツ教室 市貝町保健福祉センター

7月  芳賀ブロック総会 益子町民会館

実施日 事　　業　　名 会　場
イベント
参加数

指導員
参加数

令和7年度「芳賀ブロック」活動計画

実施日 事　　業　　名 会　場
イベント
参加数

指導員
参加数

令和6年12月4日（水） 益子町総合体育館 71 6

毎月第3金曜日×12 市貝町卓球バレー交流会 市貝町サシバ未来館 30 1

令和6年11月28日（木） 芳賀第二体育館 9 2

令和6年7月7日（日） 益子、茂木、市貝３町合同スポーツ大会 益子町北体育館 55 4

令和6年10月20日（日） 市貝町町民ホール 36 2

毎月第3日曜×10 市貝町スポーツ教室 市貝町保健福祉センター 95 12

令和6年11月7日（木） 真岡市総合体育館 35 4

実施日 事　　業　　名 会場
イベント
参加数

指導員
参加数

毎月第2月曜×12 益子町作業所マインドスポーツ教室 旧山本小体育館 120 18

令和6年度 「芳賀ブロック」事業報告

実施日 事　　業　　名 会場
イベント
参加数

指導員
参加数

令和6年7月20日（土）  芳賀ブロック総会 益子町民会館 8



　
1 自主事業 報告者：上都賀ブロック長　荒川榮子

No

1

2

2 依頼事業

No

1
2
3

4

5

1 自主事業 報告者：上都賀ブロック長　荒川榮子

No

1

2

2 依頼事業

No

1
2
3
4

実施日 事　　業　　名 会　場 イベント
参加数

指導員
参加数

11月頃 上都賀ブロック定期総会 未定

実施日 会　場 イベント
参加数

指導員
参加数

6月27日 上都賀ブロック交流会及び研修 大沢体育館

事　　業　　名

令和７年度 「上都賀ブロック」 活 動 計 画

11月1日（金） 上都賀ブロック総会・ボッチャ大会 大沢体育館 8

令和６年度 「上都賀ブロック」 活動報告

6月8日（土） 上都賀ブロック交流会・ボッチャ研修 大沢体育館 7

実施日 事　　業　　名 会　場 イベント
参加数

指導員
参加数

10月24日（木） 日光市障がい者の会交流会 大沢体育館 60 5

実施日 事　　業　　名 会　場 イベント
参加数

指導員
参加数



1 自主事業 報告者：下都賀ブロック長　黒川恵里 

No

1

2

2 依頼事業

No

1

2

3

4

5

6

7

8

1 自主事業 報告者：下都賀ブロック長　黒川恵里 

No

1

2 依頼事業

No

1

2

3

4

5

11月2日 県障害者スポーツ協会スポーツ教室（栃木市栃木） 栃木市勤労者体育ｾﾝﾀｰ

未定 「いちご会」＆「いいこみ」合同スポーツレクリエーション 未定

10月7日 県障害者スポーツ協会スポーツ教室（栃木市都賀） 都賀南部体育館

実施日 事　　業　　名 会　場 イベント
参加数

指導員
参加数

未定 下野市心身障害児者父母の会 未定

実施日 事　　業　　名 会　場 イベント
参加数

指導員
参加数

未定 下都賀ブロック自主研修会（スポーツレクリエーション） 未定

令和7年度 「下都賀ブロック 」活 動 計 画

2月9日 「いちご会」＆「いいこみ」合同スポーツレクリエーション 国分寺B＆G海洋センター体育館 20 3

12月21日 県障害者スポーツ協会スポーツ教室（栃木市栃木） 栃木市勤労者体育ｾﾝﾀｰ 21 2

1月18日 下野市心身障害児者父母の会 　国分寺公民館大ホール 22 3

7月14日 「いちご会」＆「いいこみ」合同スポーツレクリエーション 国分寺B＆G海洋センター体育館 20 3

10月31日 県障害者スポーツ協会スポーツ教室（栃木市都賀） 都賀南部体育館 32 3

実施日 事　　業　　名 会　場 イベント
参加数

指導員
参加数

令和6年度 「下都賀ブロック」 活動報告

実施日 事　　業　　名 会　場 イベント
参加数

指導員
参加数

10月16日 下都賀ブロック自主研修会(モルック） 国分寺聖武館園庭 7



　
1 自主事業 報告者：塩谷・南那須ブロック長　大金雪子

No

1
2
3

2 依頼事業

No

1
2
3
4

1 自主事業 報告者：塩谷・南那須ブロック長　大金雪子

No

1
2

2 依頼事業

No

1
2
3
4
5

2025/10/17（金） 県障害者スポーツ協会スポーツ教室（矢板市） 矢板市生涯学習館体育館

2025/10（予定） 2024スポレクフェスタin矢板（さきがけ） 矢板市文化スポーツ複合施設

未定 栃木県障がい者スポーツ教室（さくら市） 未定

実施日 事　　業　　名 会　場
イベント
参加数

指導員
参加数

未定 栃木県障がい者スポーツ教室（矢板市） 未定

未定 塩谷・南那須ブロッック総会&交流会 未定

令和7年度 「塩谷・南那須」ブロック 活 動 計 画

実施日 事　　業　　名 会　場
イベント
参加数

指導員
参加数

2024/12/5（木） 県障害者スポーツ協会スポーツ教室（さくら市） 喜連川公民館 22 2
2024/12/8（日） 障がい者週間のつどい（矢板市福祉課） 矢板市文化スポーツ複合施設 延べ150 5

2024/10/4(金) 県障害者スポーツ協会スポーツ教室（矢板市） 矢板市生涯学習館体育館 31 3
2024/10/9(水) 2024スポレクフェスタin矢板（さきがけ） 矢板市文化スポーツ複合施設 57 9

実施日 事　　業　　名 会　場
イベント
参加数

指導員
参加数

2024/6/29(土) 塩谷・南那須ブロッック総会&交流会 道の駅たかねざわ 7
2024/9/6(金) ステップアップ研修会（ボッチャ基礎講習） 矢板市文化スポーツ複合施設 2 14

令和6年度 「塩谷・南那須」ブロック 活 動 報 告

実施日 事　　業　　名 会　場
イベント
参加数

指導員
参加数



1 自主事業 報告者：那須ブロック長　君島紀子

No

1
2

2 依頼事業

No

1
2
3
4
5
6
7
8

1 自主事業 報告者：那須ブロック長　君島紀子

No

1
2
3

2 依頼事業

No

1
2
3
4
5
6
7

年1回予定 下永田地区社協　世代間交流（ボッチャ、卓球バレー) 下永田公民館
R8年2月予定 那須塩原市聴覚障害者協会ボッチャ体験＆交流会 いきいきふれあいセンター 3

11月8日 県障害者スポーツ協会スポーツ教室（那須町） 那須町スポーツセンター

年2回予定 下永田地区社協　親子ボッチャ(1回),卓球バレー(１回) 下永田公民館

R7.6～R8.3 エルム福祉会smile＆joys スポーツ教室 主に旧蜂巣小体育館

6/22（日） 第1回那須塩原市若草町自治会ボッチャ大会 稲村公民館 3

実施日 事　　業　　名 会　場
イベント
参加数

指導員
参加数

7月6日（日） 那須ブロック総会・交流会 大山公民館

令和7年度 「那須ブロック」 活 動 計 画

実施日 事　　業　　名 会　場
イベント
参加数

指導員
参加数

2月15日 下永田地区社協　世代間交流卓球バレー体験会 下永田公民館 19 2
2月16日 那須塩原市聴覚障害者協会ボッチャ体験＆交流会 いきいきふれあいセンター 43 3

6月29日 下永田地区社協　卓球バレー体験会 下永田公民館 13 2

11月9日 県障害者スポーツ協会スポーツ教室（那須町） 那須町スポーツセンター 21 1

7月6日 下永田地区社協　ボッチャ体験会 下永田公民館 24 2
9月21日 那須塩原市自立支援協議会当事者部会卓球バレー体験会 いきいきふれあいセンター 12 1

実施日 事　　業　　名 会　場
イベント
参加数

指導員
参加数

令和6年度 「那須 ブロック」活動報告

実施日 事　　業　　名 会　場
イベント
参加数

指導員
参加数

R6.6.30 那須ブロック総会、研修会(卓球バレー） 大山公民館 18



1 自主事業 報告者：安足ブロック長　柿沼　勝弘

No

1

2 依頼事業

No

1

2

3

1 自主事業 報告者：安足ブロック長　柿沼　勝弘

No

1

2 依頼事業

No

1

2

3

８月上旬 佐野市社協　スポーツ交流会 佐野市総合福祉センター

実施日 事　　業　　名 会　場 イベント
参加数

指導員
参加数

５月２３日（金） 安足地区生涯ｽﾎﾟｰﾂ振興担当者研修(コントロールアタック) 佐野市葛生農業者トレーニングセンター 24 3

実施日 事　　業　　名 会　場
イベント
参加数

指導員
参加数

未定 総会及びブロック会員交流会 未定

令和７年度「安足ブロック」活動 計画

令和６年１１月２２日（金） 足利市立山前小学校ボッチャ体験教室 山前小学校 100 3

令和７年２月９日（日） ブロック総会及び会員交流会 あしかがフラワーパークプラザ 10

実施日 事　　業　　名 会　場
イベント
参加数

指導員
参加数

令和６年度「安足ブロック」活動 報告

実施日 事　　業　　名 会　場
イベント
参加数

指導員
参加数



栃木県パラスポーツ指導者協議会 会則

第1章 総 則

　〔 名 称 〕

　第1条 この会は、栃木県パラスポーツ指導者協議会（以下「本会」という。）と称する。

　〔 事 務 局 〕

　第2条 本会の事務局は 会長の指定する場所に設置する。

　〔 目 的 〕

 第3条 本会は 栃木県内におけるスポーツ活動を通して、障がい者福祉の発展に寄与することを目的とする。

　〔 事 業 〕

　第4条 本会は 前条の目的を達成するために 次の事業を行う。

（1） 会員の研修に関すること。

（2） 会員相互の連絡調整に関すること。

（3）(特非） 栃木県障害者スポーツ協会の事業に対する協力。

（4） 関係団体等との連絡調整に関すること。

（5） その他 本会の目的達成に必要と認められること。

第2章 会 員

　〔 資 格 〕

 第5条 本会の会員は 次のとおりとする。

(1) 栃木県在住・在勤の（公財）日本パラスポーツ協会公認指導者。

(2）（特非）栃木県障害者スポーツ協会認定の指導員。

(3） 会員の推薦により、 理事会で承認を得た者。

　〔 登録及び更新 〕

　第6条 本会の会員は 所定の手続きを経て、毎年登録しなければならない。

　2　登録の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 但し 必要があると認めた場合には、

 年度の途中においても、その年度の登録をすることができる。

　3　次年度も引続き登録する場合には、その都度更新の手続きを行うものとする。

　〔 登録の手続き 〕

　第7条 本会の会員は、次により登録しなければならない。

(1） 規定の登録申請書に登録料を添えること。

(2） （公財）日本パラスポーツ協会に登録の手続きをしている者は、登録料について免除する。

　2　前項にかかわる登録の手続き・登録料については、別に定める。

　3　次年度も引続き登録する場合には、登録料を添えて申請するものとする。

　〔 退 会 〕

　第8条 会員の退会は 次のとおりとする。

(1） 本人より退会申請のあった者。

(2） 会費を1年間納入しない者。

(3） 本会の名誉を著しく汚した者。

(4） 本会の事業を妨げた者。

第3章 役 員

　〔 種 別 〕

　第9条 本会には 次の通り役員を置く。

(1） 会　長 1名

(2） 副会長 4名以内

(3） 理　事 （会長及び副会長を含む） 20名以内

(4） 事務局長 1名

(5） 会　計 2名

(6） 監　事 2名

 2 会長・副会長及び事務局・会計は、理事の互選により選出する。

 3 理事は、理事会の推薦により選出し総会で承認を受ける。なお、各ブロック単位の組織から、それ

　　　ぞれ１名を選出しなければならない。

 4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

　〔 職 務 〕

　第10条 役員の職務は 次のとおりとする。

(1） 会長は本会を代表し その業務を統括する。

(2） 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある場合は その職務を代行する。

(3） 理事は理事会を構成し、本会業務を執行する。

(4） 事務局長は 本会の事務を統括する。

(5） 会計は 本会の経理などを処理する。

(6） 監事は 会計を監査する。



　〔 任 期 〕

 第11条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

　2 欠員による補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。

　〔 解 任 〕

 第12条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決により、これを解任することができる。

　　　　　但し、理事会において、その役員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。

(1） 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

(2） 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

　〔 報 酬 〕

　第13条 役員は無報酬とする。

第4章　顧　問

　〔 顧 問 〕

　第14条 本会に顧問を置くことができる。

　 2　顧問は次に掲げるいずれかの用件を満たす者の中から、理事会が推薦し、本人の了解を得た上で、

　総会において選任する。

  (1） 卓越した指導経験を有し、地域の障がい者のスポーツ振興に貢献した者

  (2） 障がい者のスポーツに関して 高度な学識経験を有し、地域の障がい者のスポーツ振興に

貢献をした者。

  (3） 本会の会長経験者等 本会の活動に多大な貢献をした者。

　(4） その他 必要と認めた者。

　〔 職 務 〕

　第15条 顧問は本会の運営に必要な指導及び助言を行う。

　〔 任 期 〕

　第16条　顧問の任期は2年とし、再任を妨げない。

第5章　組　織

　第17条 第4条の事業を遂行するため、本会に本部組織、地域別組織及び競技別組織を置く。

　〔 本部組織 〕

　第18条 本部組織には、事務局、事業部、研修部と情報部を置く。

　　2 事務局は、本会の事務を総理する。

　(1）事務局内に 次の役員を置く

① 事務局長 1名 ②　委員　　若干名

　　3 事業部は、年間の事業を企画・立案し 実施する。

　(1） 事業部内に 次の役員を置く。

① 事業部長　　1名　　　② 事業部委員　　若干名

　　4 研修部は、年間の研修会・講習会等を企画・立案するとともに、計画的に実施し、会員の

　資質向上を図る。

　(1） 研修部内に 次の役員を置く。

① 研修部長　　1名　　　② 研修部委員　　若干名

　　5 情報部は、広報を担当し、会員へ情報を提供する。

　(1） 情報部内に 次の役員を置く。

① 情報部長　　1名　　　② 情報部委員　　若干名

　〔 地域別組織 〕

　第19条 本会の円滑な運営を図るため、下記のブロックを組織する。

　(1） 宇河地区 （宇都宮市　上三川町）

　(2） 上都賀地区 （日光市　鹿沼市）

　(3） 芳賀地区 （真岡市　市貝町　芳賀町　益子町　茂木町）

　(4） 下都賀地区 （栃木市　小山市　下野市　野木町　壬生町）

　(5） 塩谷・南那須地区 （矢板市　さくら市　塩谷町　高根沢町　那須烏山市　那珂川町）

　(6） 那須地区 （大田原市　那須塩原市　那須町）

　(7） 安足地区 （足利市　佐野市）

 　2 本会の各ブロック組織に 次の役員を置く。

　(1） ブロック長　　1名　　　　（2） 副ブロック長　　2名以内　→若干名

　 3 各ブロック活動経費の一部は、本会より助成するものとする。

 　4 ブロック長はブロック会員の中から選出する。

　 5 ブロック役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

　（1） 欠員による役員の任期は前任者の残任期間とする。

　 6 ブロック長は ブロックを代表して会務を統括する。

　（1） 副ブロック長は、ブロック長を補佐し、ブロック長に事故がある場合は業務を代行する。

　（2） ブロック役員は理事を兼ねることができる。

　 7 ブロック役員は無報酬とする。



　〔 競技別組織 〕

　第20条 第4条の事業を遂行するため、各競技団体等と連携し、競技の普及・振興を図ることを目的に

　　　　　　下記の部会を組織する。

　(1） 陸上競技部会

　(2） 水泳競技部会

　(3） アーチェリー競技部会

　(4） 卓球競技部会

　(5） フライングディスク競技部会

　(6） ボウリング競技部会

　(7） ボッチャ競技部会

　(8） バスケットボール競技部会

　(9） 車いすバスケットボール競技部会

　(10） ソフトボール競技部会

　(11） グランドソフトボール競技部会

　(12） バレーボール競技部会

　(13） サッカー競技部会

　(14） フットソフトボール競技部会

　(15） 卓球バレー競技部会

 　2 本会の各競技別組織に次の役員を置く。

　(1） 部長　　1名　　　　（2） 副部長　　2名以内　→若干名

　 3 各部会の活動経費の一部は、本会より助成するものとする。

 　4 部長及び副部長は部会員の中から選出する。

　 5 部会役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

　（1） 欠員による役員の任期は前任者の残任期間とする。

　 6 部長は 部会を代表して会務を統括する。

　（1） 副部長は、部長を補佐し、部長に事故がある場合は業務を代行する。

　（2） 部会役員は理事を兼ねることができる。

　 7 部会役員は無報酬とする。

第6章　総　会

　〔 種 別 〕

　第21条 総会は定期総会と臨時総会とする。

　〔 構 成 〕

　第22条 総会は全ての会員を以って構成する。

　〔 権 能 〕

　第23条 総会は 次の事項について議決する。

　(1） 会則の改廃に関すること。

　(2） 本会運営に関する重要事項を審議決定する。

　〔 開 催 〕

　第24条 定期総会は年1回開催する。

　 2 臨時総会は 理事会で必要と認めたときに開催する。

　〔 招 集 〕

　第25条 総会は、年1回以上 会長が招集する。

　〔 定足数 〕

　第26条 総会は、出席者会員数をもって定足数とする。

　〔 議 長 〕

　第27条 総会の議長は会員の互選により選出する。

　〔 議 決 〕

　第28条 総会の議決は 出席会員の過半数を以って決し、可否同数のときには 議長の決するところとする。

　〔 議事録 〕

　第29条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。

　(1） 開催日時及び場所 (2） 会員の現在数

　(3） 出席した会員の数 (4） 審議事項及び議決事項

　(5） 議事の経過の概要及びその結果



第7章　理　事　会

　〔 構 成 〕

　第30条 理事会は理事を以って構成する。

　〔 権 能 〕

　第31条 理事会は 次に掲げる事項を議決する。

　(1） 総会に付議すべき事項。

　(2） 総会で議決した事項の執行に関する事項。

　(3） その他 総会の議決を要しない業務の執行に関する事項。

　〔 開 催 〕

　第32条 理事会は 次の各号の いずれかに該当する場合に開催する。

　(1） 会長が必要と認めたとき。

　(2） 理事総数の２分の１以上の理事から、会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。

　〔 招 集 〕

　第33条 理事会は会長が招集する。

　〔 議 長 〕

　第34条 理事会の議長は、会長が当たる。

　〔 議 決 等 〕

　第35条 本会の業務は、理事の過半数を以って決する。

第8章　会計及び事業計画

　〔 事業計画及び予算 〕

　第36条 本会の事業計画及び予算は理事会に諮り、総会の承認を得なければならない。これを変更する

　場合も同様である。

　〔 事業報告及び決算 〕

　第37条 本会の事業報告及び決算は監査を経て、総会の承認を得なければならない。

　〔 事業年度 〕

　第38条 本会の事業年度は 毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第9章　そ の 他

　〔 専門委員会 〕

　第39条 事業を推進する為に専門委員会を設けることができる。

　　2 専門委員会は会長が委嘱する。

　　3 専門委員会の任期は2年とし、再任を妨げない。

　　4 専門委員会委員長及び副委員長は 委員の互選による。

　〔 補 則 〕

　第40条 この規定に定めるもののほか、必要な規定は別に定める。

附　則

(1） この会則は 平成14年4月1日から施行する。 (11） この会則は 令和7年6月8日から施行する。

(2） この会則は 平成16年6月20日から施行する。

(3） この会則は 平成19年5月17日から施行する。

(4） この会則は 平成21年4月1日から施行する。

(5） この会則は 平成22年4月1日から施行する。

(6） この会則は 平成24年5月13日から施行する。

(7） この会則は 平成27年5月16日から施行する。

(8） この会則は 平成29年5月14日から施行する。

(9） この会則は 令和3年5月30日から施行する。

(10） この会則は 令和6年5月11日から施行する。


